
①
相手方（債務者）の住所を管轄する簡易裁判所に申立てをしてください。

②
支払督促の申立書に不備等がなければ，「支払督促」を出します。

③

　　送達年月日は，④の仮執行宣言の申立ての期間に関係しますので注意してください。

　ア　「不在」を理由として送達ができないとき

　イ　「転居先不明」「あて所に尋ねあたらない」などを理由として送達ができないとき

申出がないときは，支払督促の申立てを取り下げたものとみなされます。

④

⑤
　仮執行宣言の申立書に不備等がなければ，支払督促に仮執行宣言を付します。

⑥

⑦

岡山市北区南方１丁目８番４２号
岡山簡易裁判所　督促係
電話　０８６－２２２－６７７１

（問い合わせ先）　〒７００－０８０７

送達後２週間

支払督促手続の流れ

をお知らせします。

支払督促の申立て

支 払 督 促 の 発 付

支払督促正本の送達

確　　　　定

相手方（債務者）が任
意に支払わない場合

強制執行の申立て

　相手方（債務者）が，仮執行宣言付支払督促正本を受領した日から2週間以内に
仮執行宣言後の督促異議の申立てをしないときは，仮執行宣言付支払督促が確
定します。

仮執行宣言後の
督促異議申立

　相手方（債務者）が，仮執行宣言付支払督促正本を受領しても支払わない場合，あなたは，相
手方（債務者）に対して強制執行の手続をとることができます。

　相手方（債務者）が支払督促正本を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てをしないと
きは，その2週間目の翌日から３０日以内に仮執行宣言の申立てをする必要があります。

　あなたが，この３０日の間に仮執行宣言の申立てをしないときは，発付された支払督促は，そ
の効力を失います。

仮執行宣言申立て

仮執行宣言の発付

仮執行宣言付支払督
促正本の送達

２
週
間

休日送達による再送達，就業場所への送達などを検討し，送達に必要な郵便切手を添付
して，送達方法を書面で申し出てください。

仮執行宣言前の
督促異議申立て

送達できない旨の通知を受けた日から2ヶ月以内に，新たな送達場所を申し出てください。

付されるまでは，仮執行宣言前の督促異議を申し立てることができます。

　　なお，何を差し押さえるのかによって，強制執行の手続や申立先が異なりますので，地方裁判所で
確認してください。

送達証明書は，仮執行宣言付支払督促を発付した簡易裁判所に別途申請して下さい（手数料150円）。

訴訟手続


